
宇部市水道局安全衛生委員会規程 1 

宇
部
市
水
道
局
安
全
衛
生
委
員
会
規
程 

令
和
四
年
四
月
一
日 

水
道
事
業
管
理
規
程
第
十
九
号 

沿
革 

令
和
五 

 

年
四 

月 
 

一
日 

管
理
規
程
第 

 

六
号 

第
一 

次
改
正 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
六 

 

年
三 

月
二
十
七
日 

管
理
規
程
第 

 

六
号 

第
二 

次
改
正 

 

第
一
章 

総
則 

（
設
置
） 

第
一
条 

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
道

局
（
以
下
「
局
」
と
い
う
。
）
に
中
央
安
全
衛
生
委
員
会
（
以
下
「
中
央
委
員
会
」
と
い
う
。）
を
、
局

の
各
々
の
事
業
場
に
別
表
に
定
め
る
職
場
安
全
衛
生
委
員
会
（
以
下
「
職
場
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を

置
く
。 第

二
章 

中
央
安
全
衛
生
委
員
会 

（
目
的
） 

第
二
条 

中
央
委
員
会
は
、
局
に
お
け
る
事
業
場
の
安
全
管
理
及
び
職
員
の
保
健
衛
生
に
つ
い
て
研
究
し
、

水
道
事
業
管
理
者
（
以
下
「
管
理
者
」
と
い
う
。
）
の
諮
問
に
応
え
、
又
は
意
見
を
述
べ
、
労
働
環
境

の
改
善
向
上
に
務
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
審
議
事
項
） 

第
三
条 

中
央
委
員
会
は
、
第
二
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。 

一 

事
業
場
の
災
害
防
止
及
び
職
員
の
安
全
を
図
る
方
法
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

職
員
の
疾
病
予
防
及
び
健
康
増
進
を
図
る
方
法
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

安
全
衛
生
に
関
す
る
規
定
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

労
働
災
害
の
原
因
及
び
再
発
防
止
対
策
で
、
安
全
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

防
火
設
備
及
び
避
難
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

安
全
管
理
及
び
衛
生
管
理
の
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。 

七 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
危
険
及
び
健
康
障
害
の
防
止
並
び
に
健
康
の
保
持
増
進

に
関
す
る
こ
と
。 

（
組
織
） 

第
四
条 

中
央
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

一 

副
局
長
及
び
局
次
長
の
職
に
あ
る
者 

二 

職
場
委
員
会
を
代
表
す
る
者 

二
名 

三 

職
員
係
長
及
び
労
働
組
合
の
推
薦
（
委
員
長
以
外
の
委
員
の
半
数
）
に
よ
り
管
理
者
が
指
名
し
た

者 

四 

産
業
医 

五 

衛
生
管
理
者 

２ 

委
員
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。 

３ 

委
員
に
欠
員
を
生
じ
た
と
き
は
、
後
任
を
選
任
す
る
。
こ
の
場
合
、
後
任
者
の
任
期
は
、
前
任
者
の

残
任
期
間
と
す
る
。 

（
役
員
） 

第
五
条 

中
央
委
員
会
に
次
の
役
員
を
置
く
。 
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一 

委
員
長 

一
名 

二 
副
委
員
長 

若
干
名 

２ 

前
項
の
役
員
は
、
管
理
者
が
こ
れ
を
指
名
す
る
。 

３ 

委
員
長
は
、
中
央
委
員
会
を
代
表
し
、
会
務
を
総
理
す
る
。 

４ 

副
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
が
指
名

し
た
副
委
員
長
が
こ
れ
を
代
理
す
る
。 

（
会
議
） 

第
六
条 

中
央
委
員
会
は
、
年
三
回
定
期
に
開
催
す
る
ほ
か
、
次
の
場
合
に
委
員
長
の
招
集
に
よ
っ
て
開

催
す
る
。 

一 

緊
急
性
の
あ
る
調
査
審
議
事
項
が
発
生
し
た
と
き
。 

二 

委
員
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
、
ま
た
は
委
員
の
半
数
以
上
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
。 

２ 

中
央
委
員
会
は
、
委
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

中
央
委
員
会
は
、
審
議
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
関
係
者
の
出
席
を
求
め
、
そ
の
説

明
又
は
意
見
を
徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

中
央
委
員
会
は
、
事
案
の
審
議
を
終
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
書
面
に
よ
り
速
や
か
に
管
理
者

に
報
告
後
、
職
員
に
情
報
を
公
開
し
、
書
面
は
三
年
間
保
存
す
る
。 

（
専
門
部
会
） 

第
七
条 

中
央
委
員
会
の
委
員
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
専
門
部
会
を
設
け
る
こ
と
が
で

き
る
。 第

三
章 

職
場
委
員
会 

（
審
議
事
項
） 

第
八
条 

職
場
委
員
会
は
、
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
当
該
職
場
委
員
会
が
所
管
す
る
課
又
は

室
に
係
る
も
の
を
調
査
審
議
し
、
中
央
委
員
会
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
組
織
及
び
役
員
） 

第
九
条 

職
場
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

一 

委
員
長 

一
名 

二 

副
委
員
長 

若
干
名 

三 

委
員 

若
干
名
（
委
員
長
以
外
の
委
員
の
半
数
は
労
働
組
合
の
推
薦
に
よ
り
管
理
者
が
指
名
し
た

者
） 

四 

産
業
医 

五 

衛
生
管
理
者 

２ 

委
員
長
は
、
課
長
又
は
室
長
を
も
っ
て
充
て
る
。
な
お
、
複
数
の
課
及
び
室
を
所
管
す
る
職
場
委
員

会
に
お
け
る
委
員
長
は
、
こ
れ
を
管
理
者
が
指
名
す
る
。 

３ 

副
委
員
長
は
、
委
員
長
が
こ
れ
を
指
名
す
る
。 

４ 

委
員
は
、
当
該
職
場
委
員
会
が
所
管
す
る
課
又
は
室
の
職
員
の
互
選
に
よ
る
。 

５ 

第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
職
場
委
員
会
の
委
員
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。 

６ 

第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
職
場
委
員
会
の
委
員
長
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

７ 

副
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
代
理
す
る
。 

（
会
議
） 

第
十
条 

第
六
条
の
規
定
は
、
職
場
委
員
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
一
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項
中
「
年
三
回
」
と
あ
る
の
は
「
毎
月
一
回
」
と
、
第
六
条
第
四
項
中
「
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
中

央
委
員
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
章 

雑
則 

（
処
置
） 

第
十
一
条 

管
理
者
は
中
央
委
員
会
か
ら
報
告
を
受
け
た
と
き
に
お
い
て
、
職
場
委
員
会
の
委
員
長
は
職

場
委
員
会
に
お
い
て
事
案
が
議
決
さ
れ
た
と
き
に
お
い
て
、
速
や
か
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。 

（
庶
務
） 

第
十
二
条 

中
央
委
員
会
の
庶
務
は
総
務
企
画
課
職
員
係
に
お
い
て
、
ま
た
、
職
場
委
員
会
の
庶
務
は
別

表
に
定
め
る
事
務
局
担
当
係
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
処
理
す
る
。 

（
委
任
規
定
） 

第
十
三
条 

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
中
央
委
員
会
又
は
職
場
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
長
が
定
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
宇
部
市
上
下
水
道
局
安
全
衛
生
委
員
会
規
程
の
廃
止
） 

２ 

宇
部
市
上
下
水
道
局
安
全
衛
生
委
員
会
規
程
（
平
成
二
十
六
年
管
理
規
程
第
十
六
号
）
は
、
廃
止
す

る
。 

附 

則
（
第
一
次
改
正
） 

（
施
行
期
日
） 

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
第
二
次
改
正
） 

（
施
行
期
日
） 

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   
 

 

別
表
（
第
十
二
条
関
係
） 

一
部
改
正
〔
令
和
五
年
四
月
一
日
〕 

一
部
改
正
〔
令
和
六
年
三
月
二
十
七
日
〕 

 

浄
水
課
職
場 

上
水
道
整
備
課
職
場 

総
務
企
画
課
・
財
務
課
・
営
業
課
職
場 

職 

場 

浄
水
係 

工
事
管
理
係 

総
務
企
画
係 

事
務
局 


